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『

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お

け
る

　
　
　
　
　
　
　
『

法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』

「

陀
羅
尼
品
」

解
釈
の

検
討

と

の

対
比

か
ら

井

教

七
二

藤

公
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は

じ
め
に

　
筆・
者
は

こ

れ

ま

で

に
、

天

台
宗
談

義
所
に

お

け
る

談
義
講
説
の

所
産

と
し
て

成
立

し

た

談
義
本
の
一

つ

で

あ

る

天
台
僧
栄
心
（

Pl

一

五

四

六）

に

よ
っ

て

ま
と

め

ら

れ

た

『

法

華
経

直
談
鈔
』

（
以

下
、

『

直
談
鈔
』

と

略）

を

取
り
上

げ
、

こ

れ

ま
で

に

「

方
便
品
」

「

提
婆
達
多
品
」

「

寿
量
品
」

「

普

門
品
」

に

つ

い

て
、

そ
の

内
容
検
討
を

行
っ

て

き

た
。

本
稿
は

同

書
の

内
容

検
討
の
一

環
と

し

て

「

陀
羅
尼
」

を

取
り
上

げ
、

そ

の

内

容
に
つ

い

て

検
討
を
加
え
た

い
。

本

書
は
尊
舜
（

一

四
五
一

　
一

五
一

四）

の

『

法

華

経
鷲
林
拾
葉

鈔
』

（

以

下
、

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

と

略）

と

内
容
上

の

関
係

が

深
い

こ

と

が
知

ら
れ

て
い

た
が

、

発

表
者
の

こ

れ

ま
で

の

検
討
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

1
）

よ
っ

て

も
そ
の

こ

と

が

裏

付
け

ら
れ

て

い

る
。

そ
れ

ゆ
え

、

本
稿
に

お

い

て

も
『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

と

対
比
し

、

ど

の

程
度
に

内
容
上

の

影
響
を

蒙
っ

て
い

る

か
と

い

う
こ

と

も

検
討
し

た
い

。

一

　

本
書
に

お

け
る

「

陀
羅
尼
品
」

の

構
成

　
現

行
『

妙
法
蓮

華

経
』

二

十
八

品

中
の

第
二

十
六
に

配

置
さ
れ

る

「

陀
羅
尼

品
」

は
、

如

来
滅
後
の

『

法
華
経
』

の

行
者
を

菩
薩
や

神
々

な
ど

が

陀
羅
尼
咒
に

よ
っ

て

守
護
す
る

と

説
く
品
で

あ
る

。

具

体
的

に

は
、

薬
王

菩
薩
と

勇
施
菩
薩
の

二

聖
、

毘

沙
門

天

と

持
国
天
の

二

天
、

そ

れ
に

鬼
子
母
神
と

十
羅
刹
女
が

そ

れ

ぞ
れ

に

神
咒
を

説
い

て

法
華

経

修

行
者
を

守
護
す
る

と
い

う
。

そ

の

「

陀

羅
尼

品
」

に

つ

い

て
、

『

法

華

経
直
談
鈔
』

十

巻
本
末
は

、

第
十

巻
の

末
に

以

下
の

十
一

項
目
に

よ
っ

て

講
説
し
て

い

る
。

十 九 七 五 三 一

陀
羅
尼
翻
総
持
事

咒
軍
中
密
語
如
事
（
マ

マ
）

金

銭
比

丘

之

事

十
羅
刹
之
事

三

時
沐
浴
之

事

　
二

冂

ロ

月

八
三

事

十 八 六 四 二

陀
羅
尼
真
言
咒
明
云

事

梵
語
之

事

陀
羅
尼

不
翻
五

義
事

迦
利
帝
之
事

宝
老
梵
志
得
珠
事
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一

方
、

『

鷲

林
拾
葉
鈔
』

は

「

陀

羅
尼
ハ

捨
悪
持

善
ノ

義
総
持

不
忘

ノ

義
事
」

か

ら
「

斗
秤
欺
誑
人
ノ

事
」

ま
で

の

七

項
目
に

な
っ

て
い

る
。

し

か

し
、

項
目
数
は

少
な
い

も
の

の
、

一

項
目
つ

つ

の

内
容
量

が

多
い

の

で

総

量

的
に

は

や

や
こ

ち
ら

の

方
が

上

回
っ

て
い

る
。

　

と
こ

ろ

で
、

本
書
『

直
談
鈔
』

も
『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

も
最
初
の

項
目

の

前
に

「

来
意
」

を

説
明
し

て

い

る

が
、

そ
の

内
容
は

両
者
は

同
趣
旨

で

あ
る

。

元

来
、

「

陀
羅
尼
品
」

は

他
の

品
と
の

つ

な
が

り
が

緊
密
で

は

な
い

の

で
、

前
品
の

「

普
門

品
」

の

次
に

来
る

必

然
性
は

余
り
な
い

　
　

　
　
（
2）

と
い

え
よ

う
。

智

顕
『

法
華
文
句
』

（
以
下、

『

文
句
』

と

略
）

は

来
意
に

触
れ

ず、

湛
然
の

『

法
華
文
句
記
』

（

以

下、
『

文
句
記
』

）

で

も
、

『

文
句
』

が

「

悪

世
の

弘
経
は

喜
ん

で

悩
難
多
し

。

咒
を
以
て

之

を

護
り

、

道
を

し

て

流
通
せ

し

む
る

な
り

」

（
『

大
正

蔵
』

三

四
、

一

四

六
c

）

と

述
べ

て

い

る

部
分
を

、

「

三

に

［

悪
世
］

の

下
、

二

重
を

総
攬
し

、

以

て

来

意

を

明
か

す
」

（

同

前
書、

三

五
八
a

）

と

し

て

い

る

だ
け
で

あ
る

。

　

以

上

の

来
意
段
の

後
に

、

『

直
談

鈔
』

は

行
者
守
護
に
つ

い

て

内

禁

と

外
護
の

二

種
が

あ
る

こ

と

を

述
べ

る

が
、

こ

こ

ま

で

が
い

わ

ば
本
品

に
つ

い

て

の

序
で

、

以

下
が

十
一

項
目

を

設
け
て

の

解
釈
で

あ
る

。

二

　
「

陀
羅
尼
品
」

の

内

容
検
討

　
『

直
談
鈔
』

は

上

記
の

よ

う
に

「

陀

羅
尼
品
」

け
て

解
釈
し

て

い

る

が
、

こ

の

う
ち

、

第
一

の

か

ら
、

第
四

の

「

梵
語
之
事
」

ま

で

の

内
容
は

、

に

十
一

の

項
目
を

設

「

陀
羅
尼

翻
総
持

事
」

大

き

く
い

え
ば
釈

名

『

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お
け
る

「

陀
羅
尼
品
」

解
釈
の

検
討
（

藤

　
井）

段
で

、

陀
羅
尼
咒
と
い

う
語
に
つ

い

て
、

主
に
『

文
句
』

や
『

文
句
記
』

な
ど

を
引
い

て

解
釈
を

加
え
て

い

る
。

そ

し

て

第
五

の

「

金
銭
比
丘
之

事
」

以

降
が

入

文
解
釈
段
に

相
当
す
る

。

こ

れ

は

『

直
談

鈔
』

と

内
容

上

密
接
な
関
係
が

あ

る

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

も
同
様
で

、

こ

ち
ら
は

第
一

の

「

陀
羅
尼
ハ

捨
悪
持
善
ノ

義
総
持
不
忘
ノ

義
事
」

か
ら

第
三

の

「

梵

語
多
含
之

事
」

ま
で

が

釈
名
段
で

、

以
降
が

入
文
解
釈
段
と

な
っ

て

い

る
。

『

直

談
鈔
』

を
中
心
に

、

そ
の

内
容

構
成
を

『

鷲
林

拾
葉
鈔
』

と

対
照
し

な
が
ら

見
て

み

よ

う
。

　

 
「

陀
羅
尼
翻
総
持
事
」

　

ま
ず
第
一

の

「

陀
羅
尼
翻
総
持
事
」

で

は

次
の

よ

う
に

あ
る

。

一

に

釈
名
の

事、

疏
に

云

く
「

此

に
は

総

持
と

翻
ず

。

総

持
す
れ

ば
悪
起
こ

ら

ず
、

善
失
せ

ず
。

又

能

遮
能
持
と

翻
ず

。

能
持
は

善
を

持
し

、

悪
を

遮
す

ー
。

此

は

能
く
辺

善
を

遮
し

　
能
遮
」

善
、

能
く
中

善
を

持
す
な

り
」

と
。

陀
羅

尼
を

ば

総
持
と

翻

ず
る

事
は

、

一

法
に
一

切
の

法
を

摂
し
、

能
く
持
つ

が

故
也

。

『

大
論
』

に

は

能
持
と

判
ず

。

『

仏
法
秘
蔵
記
』

に

云

く
、

「

総

持
と

名
つ

く
る

事
は
一

法
の

内
に

諸
法
を

含
す
る

事
、

大
地

の
一

切
の

万
物
を
含
持
す
る
が

如
し

」

と

釈
せ

り
。

又
、

遮
悪

持
善
と

も
云

う
也

。

之
に

付
け
て

、

爾
前
法
華
の

不
同
あ
り

。

爾

前
の

諸
経
の

陀
羅

尼
は

当
分
当
分
の

遮

悪
持
善
な

り
。

去
れ
ば

空

観
に

約
す

る

時
は

見
思
の

悪
を

遮
し

、

真
諦
の

善
を
持
す

。

仮
観
に
約

す
る

時
は、

塵

沙
の

悪
を
遮
し
て

し

出
仮
の

利
生
の

善
を

持
す
る

也
。

さ

て

今
経
の

多
（

マ

マ
）

羅
尼
は

空

仮
の

二

辺
の

悪
を

遮
し

て
、

中
道
の

善

を

持
す
る

也
。

（

原
文
の

漢
字
カ

ナ
交
じ

り
文
を
漢
字
平
仮
名
に

改
め
、

正

字
を
略
字
に

置

七
三

一 601一
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『

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お

け
る

「

陀
羅
尼
品
」

解
釈
の

検
討
（

藤
　
井
）

き
換
え、

句
読
点
を

付
し

た
。

ま

た、

部

分
漢

文
は

書
き
下
し
た

。

カ

ッ

コ

内
は

筆
者
の

補
い

。

以

下

同

じ
）

（

栄
心

著
・

池
山
一

切
円
解
題

『

法
華
経

直
談
鈔
』

三
、

四
八

五

　
四
八

六

頁、

以
下

頁

数
の

み

記
す）

　

初
め

に

「

疏
に

云

く
」

と

し
て

『

法
華
文
句
』

の

引
用
が

あ
る

。

同

疏
で

は

「

此

翻
總
持

。

總
持
惡

不
起
善
不
失

。

又
翻
能
遮
能
持

。

能
持

善
能
遮
悪

。

此

能
遮

邊
悪

。

能
持
中

善
」

（

『

大
正

蔵
』

三

四
、

一

四
六

c
）

と

あ
っ

て
、

上

に

引
用

の

傍

線
部
分
と

比
較

す
る

と
、

『

直
談

鈔
』

は

語
句
を

誤
っ

て

引
い

て

い

る
こ

と

が

分

か
る

。

ま
た

、

次
の

傍
線
部
分

の

「

辺
善
」

の

語
も
同
様
で

、

も
と

の

『

文
句
』

で

は

「

辺
悪
」

と

な
っ

て

お

り
、

意
味
が

反
対
に

な
っ

て

し

ま
っ

て

い

る
。

実
は

こ

の

「

文
句
』

の

引
用
は

『

直
談
鈔
』

の

独
創
で

は

な
く

、

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

が

先
行

し

て

同
一

部
分
を

引
用

し
て

い

る
。

そ

れ
は

第
一

の

「

陀
羅
尼
ハ

捨
悪

持
善
ノ

義

総
持

不
忘
ノ

義
事
」

の

最

後
に

置
か

れ

て

い

る

も
の

で

あ

り
、

そ
こ

に

は

『

文
句
』

の

原

文
が

正

し
く
引
用
さ
れ

て

い

る
。

こ

の

引
用
は

、

陀

羅
尼
を
中

国
で

は

総
持
と

翻
訳
し

、

そ

れ

が

善
を

持
し

、

悪
を
遮
す
功
能
が

あ
る

こ

と

を
い

う
文
で

、

『

大
智
度
論
』

巻
五

に
「

陀

羅
尼
は

秦
に

能
持
と

言
い

、

或
い

は

能
遮
と

言
う

。

能
持
と

は
、

種
種

の

善
法
を

集
め

能
く
持
し

て

散
ぜ

ず
失

わ

せ

ざ
ら

し

む
。

譬
え

ば

完
器

に

水
を

盛
る

に
、

水
漏
散
せ

ざ

る

が

如
し

。

能
遮
と

は
、

悪

は

不
善
根

心
よ

り
生

ず
。

能
く
遮
し

て

生

ぜ

ざ

ら

し

む
。

若
し

悪

罪
を

作
さ

ん

と

欲
す
る

も
持
し

て

作
さ

ざ
ら
し

む
。

是
れ

を
陀

羅
尼
と

名
つ

く
」

（

『

大

正

蔵
』

二

五
、

九
五

c
）

と

あ
る

よ

う
な

解
釈
で

あ
る

。

た

だ

し
『

文
句
』

七

四

が

「

辺
悪
」

「

中
善
」

と

し

て

い

る

の

は

天

台
的

解
釈
で

あ
る

。

　
次
に

続
い

て
、

「

陀

羅
尼
を

ば

総

持
と

翻

ず
る

事
は

、

一

法
に
一

切

の

法
を

摂
し

、

能

く
持
つ

が

故
也
」

と

解
釈

す
る

の

は

『

仏
地
経
論
』

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
（

3）

に

依
拠
し

た

も
の

で

あ
ろ

う
が
、

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

に

も
同
様
な

解
釈

が

あ
る

。

そ

れ

は

同
書
が

来
意
を
説
明

し

た

後
に

、

最
初
に

＝
、

釈

名
の

事
、

陀
羅

尼

と

は
、

重
々

の

功
能
あ

り
。

一

に

は

…
」

（
尊
舜
著
・

永
井
義
憲
解
題

『

法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』

四
、

四

五

〇

頁
、

以
下
頁
数
の

み

記

す）

（
原
文
の

漢
字
カ

ナ

交
じ

り
文
を

漢
字
平
仮
名
に

改
め
、

正

字
を

略
字
に

置
き
換
え

、

句
読
点
を

付
し
た

。

ま
た
、

部

分
漢
文
は

書
き

下
し

た
。

以

下

同

じ
）

と

し

て

三
つ

の

功
能
を

挙
げ
る

中
の

第
二

に

次
の

よ

う
に

あ
る

。

　
二

に

は

陀

羅
尼
と

は

総

持
不
妄
の

義
也

。

総
持
と

は
、

一

接
一

切
の

意
な

　
り

。

　一

法
に
一

切
の

法
を

接
し
て

、

闕
減
無
き

処
を

総

持
と

云

う
也

。

不
妄

　
と

は
、

生

生

不
失
の

義
な

り
。

（
中

略
）

虚

空
仏

性
の

理

法
界
に

障
礙
無
き

　
処
を

云

う
也

。

是
れ

猶
、

始
覚
の

心
也

。

本
門

本
覚
の

配
立

は
三

千
常
住
に

　
し
て
、

色
心
共
に

遍
照
法
界
な

れ
ば
、

已
々

本

分
の

当
体

、

本

有
不
改
也
故

　
に

風

声
水
音

、

常
住
の

密
語
な
る

処
を

総

持
不

妄
と

は

云

う
也
。

（

四
五
一

　
−
四

五

二

頁）

　
こ

こ

に

挙
げ
た

解
釈
は

『

直
談
鈔
』

と

は

異
な
る

も
の

で
、

一

法
が

一

切
法
を

摂

す
る

と

い

う
意
義
は

両
者
変
わ

ら

な
い

も
の

の
、

『

鷲
林

拾
葉
鈔
』

は

そ
こ

か

ら
三

千
諸

法
の

不
生

の

理
を
虚
空
仏

性
と

し
、

そ

れ

が

無
障
礙
の

点
を
不

妄
と
し
て

い

る
。

さ
ら
に

進
ん

で

は

天
台
本
覚

思

想
の

事
常
住
ま
で

示
し

て

い

る
。

し

か

し
、

『

直
談

鈔
』

は
こ

の

解

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
（
4）

釈
を

採
ら

ず
、

『

大

智
度
論
』

と

『

仏
法

秘
蔵
記
』

の

釈
を

簡
略
に

出
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す
だ

け
で

あ
る

。

こ

こ

に

編

者
栄
心
の

、

教
理
の

簡
略
化
と

平
易
化
と

い

う
『

直
談

鈔
」

編

集
の

態
度
の
一

片
を
見
て

と

る
こ

と
が
で

き
よ

う
。

　

次
に

続

く
部
分
は

、

「

又
、

遮
悪
持
善
と

も
云

う
也

。

之
に

付
け
て

、

爾
前
法
華
の

不
同
あ

り
」

以

下
、

引
文
の

最
後
ま
で

に
つ

い

て

で

あ
る

。

こ

の

部
分
の

解
釈
は

善
と
悪
と
に
つ

い

て
、

法
華
と

爾
前
の

諸
教
に

区

別
し

、

爾
前
教
の

陀

羅
尼
は

「

当
分
」

（

そ

れ

ぞ
れ
の

経
の

分

際
に

お

け
る）

遮
悪

持
善
で

あ
る

と
し

、

法
華
は

空
・

仮
・

中
の

三

観
に

よ
っ

て
、

空

仮
の

偏

り
の

な
い

中
道
の

善
を

持
す
る

も
の

だ

と

し
て

、

天

台
的
解
釈

を

示
し
て

い

る
。

し

か

し
、

こ

の

部
分
も
そ
の

ま
ま

同
文
で

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

に

あ
っ

て
、

こ

れ

を

踏
襲
し

た

も
の

で

あ
る

こ

と

が

わ

か

る
。

す
な
わ
ち

、

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

で

は
、

先
に

出
し
た
よ

う
に

、

第
一

の

項

目
「

陀
羅
尼
ハ

捨
悪

持
善
ノ

義
総

持

不
忘
ノ

義
事
」

で
、

最

初
に

＝
、

釈

名
の

事
、

陀
羅

尼
と

は
、

重
々

の

功

能
あ
り

」

と

し

て
、

以

下
三
つ

の

功

能
を

挙
げ
て

い

た

が
、

そ
の

第
一

に

＝

に
は

捨
悪
持
善

の

義
也
」

と

し
、

そ
の

後
に

「

之
に

付
い

て

爾
前
の

法
華
の

不
同
あ
り
」

と

し
て

、

『

直
談
鈔
』

と

同
文
が

続
く
の

で

あ
る

。

　

以

上

の

『

直
談
鈔
』

の

叙
述
の

順

序
を

追
っ

て

み

る

と
、

『

鷲
林
拾

葉

鈔
』

の

第
一

の

項
目
の

内
容
の

、

最
初
に

あ
る

も
の

を

最
後
に

も
っ

て

き
て

、

最
後
に

あ
る

も
の

を
最
初
に

置
く
と
い

う
よ

う
な
置
き
換
え

を
し
て

い

る
こ

と

が

分
か

る
。

　

 
「

陀
羅
尼

真
言

咒
明
云

事
」

　

次
に

第
二

の

項
目

「

陀

羅
尼
真
言
咒
明
云

事
」

を
見
よ

う
。

『

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お

け
る

「

陀
羅
尼
品
」

解
釈
の

検
討
（

藤

　
井
）

又
、

多

羅
尼

を

真
言
と

も
云
い

、

咒
と

も
云

う
、

明
と

も
云
う
也

。

（

イ
）

先
に

真
言
と

云

う

　
は

、

　

し
て

云

く
、

真
如
の

言

語
也

。

故
に

真
言
と

名

つ

く
る

矣
。

さ

て
、

明
と

云
う
は

陀
羅
尼
の

功
徳
に

依
り、

明
ら

か

に

煩
悩
生
死
の

迷
闇

を

照

ら
す
が

故
に

明
と
云

う
也

。

咒
と

云

う
事
は
、

仏
未
だ

出
世
し

た

ま
わ

ざ
る

以

前
に

、

外
道
の

法
に

禁
咒

の

法
と

云

う
事
あ

り
。

是
れ

は

物
を

ま
じ

な
い

て

奇
特
を
顕

す
也

。

（
中
略
）

さ
て
、

仏
出
世

し、

正
法
の

陀
羅
尼
を

説
き
た

も

う
時、

仏
法
の

不
思
議
を

顕
す
也

。

此
の

仏
法
の

奇
特
を
外
道

の

禁
咒
の

法
に

寄
せ

て

咒
と

云

う
也

。

所
詮
（

ロ
）

陀
羅
尼
と
は

、

諸
仏
の

内二＝

の

密二
＝

な

れ
ば

、

之
を

誦
す
る

時、

知
ら

ず
測

ら

ず
障
礙
を

除

く
が

故
に

神
咒
と

云

う
也

。

疏
に

云

く
、

「

悪

世

の

弘
経
は

喜
ん

で

悩
難
多
し

。

咒
を

以
て

之
を

護
り

、

道
を

し
て

流

通
せ

し

む
る

也
」

と
。

（

四
八

六

−
四

八
七

頁
）

　

こ

こ

で

は

陀
羅
尼
の

訳
語
の

、

真
言

、

咒
、

明
と

い

う
語
の

そ
れ

ぞ

れ
の

説
明

解
釈
で

あ
る

。

こ

の

第
二

の

項
目
の

内
容
は

『

鷲
林
拾

葉

鈔
』

に

ほ

と
ん

ど

既
出
の

も
の

で
、

多
少
の

語

句
の

相
違
を

除
い

て

は

ほ

と

ん

ど

そ
の

ま
ま
で

あ

る
。

ま

ず
陀
羅
尼
を
真
言
と
い

う
こ

と
に

つ

い

て

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

で

は
、

第
一

の

項
目
の

「

陀
羅
尼
ハ

捨
悪
持
善

ノ

義
総

持
不
忘
ノ

義
事
」

の

中
で

、

「

三

に

は

真
言
と

も
名
つ

く
る
也

。

陀

羅
尼
と

は
、

（

ハ
）

諸
仏
内
壽

の

密
語
に

し
て

真
如
の

言一
＝

な
る

故

に

云

う
也
」

（
四
五
二

頁
）

と

あ
る

。

「

直
談
鈔
』

で

は

真
如
の

「

言
語
」

と

い

い
、

こ

こ

で

は

真
如
の

「

言

説
」

と

あ

る
。

語

句
が

異
な
る

が
、

意
は

大
同
小
異
で

あ

る
。

ま

た
、

上

引
の

『

直
談
鈔
』

の

傍
線

部
（

イ
）

（

ロ
）

と

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

の

傍
線
部
分
（

ハ
）

と

を

比

較
す
れ
ば

、

『

直

七
五
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隅

法
華
経

直
談
鈔
』

に
お
け
る

「

陀

羅
尼
晶
」

解
釈
の

検
討
（

藤
　
井
〉

談
鈔
 

が

『

鷲
林
拾
葉
鈔
隔

の

文

雷
を
適
宜
改
変
し

て

取
り
込
ん

で
い

る
こ

と
が

知
ら
れ
よ

う
。

　

次
に

舵
羅
尼
を

明
と

い

う
こ

と

に
つ

い

て

は
、

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

で

は

「

又
、

明
と

も
云
う
也

。

陀
羅
尼
の

功
能
に

依
絵
て

煩

悩
の

迷

闇
を

破
る

心
也
」

（
四

五
二

頁）

と

あ
っ

て
、

『

直
談
鈔
』

と

ほ

ぼ

同
内
容
で

あ
る

。

　

続
い

て
、

陀
羅
尼
を

咒
と

い

う
こ

と

に

つ

い

て

は
、

仏
出
世
以

前
の

外
道
の

禁
咒
の

法
に

寄
せ

て
、

仏

法
の

奇

特
に

付
い

て

名
づ

け
た

も
の

と
い

う
解
釈
を
出
し

て

い

る

が
、

そ
の

後
に

続
く
疏
の

引
用
ま

で

含
め

て
、

ほ
と

ん

ど

同
内
容
が

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

の

第
一

の

項
目
の

中
で

三

つ

の

功
能
を
挙
げ
て

い

る

中
の

第
三
の

部
分
に

相
当
す
る

西
難
二

頁
）

。

こ

こ

で

引
用
さ

れ
て

い

る

疏
は

『

文
句
』

の

文
で

、

先
に

来
意
の

説
明

の

時
に

挙
げ
た

部
分
で

あ
る

。

　

以

上

の

よ

う
に

、

『

直
談
鈔
』

の

第
二

の

項
目
の

内

容
も

『

鷲
林

拾

葉

鈔
馳

を
ほ

と
ん

ど

踏
襲
し
た

も
の

で

あ
る

こ

と

が

知
ら

れ

た
。

　

 
「

咒
軍
中
密
語
如
事
」

（

小

晃
出
し
で

は

「

咒
如
軍
中

密
語
事
」）

　

次
に

第
三

の

「

咒
軍
中
密

語
如
事
」

は
ど

う
か

。

以

下
の

よ

う
な

内

容
で

あ
る

。

　
（

ア
〉

疏
に

鴛

く
、

「

諸
師

或
は

咒
を
立
つ

る
と

は
、

是
れ

鬼
神
王
の

名
な

り
。

　

其
の

王

の

名
を

称
せ

ば
、

一

切
の

魑

魅
を

降
伏
す

る

矣
」

と
。

（
イ
）

又

云

　

く
、

「

或
は
云

く
、

咒
は

軍

中
の

密
芳
の

如
し

と

は
、

大

な
る

過
失
無
き

矣
」

　
と

。

軍

中
の

密
号
と

は
、

軍
陣
に

は
必

ず
相
語
と

云

う
事
あ

り
。

此
の

相
語

七

六

が

合
わ

ざ
る

者
を

ぱ
即
ち

敵
也

と

知
っ

て
、

或
は

之
を

殺
し

、

或
は

搦
め

捕

る

也
。

（

ウ
）

又
云

く
、

「

咒
と

は

密

に

黙

し

て

悪
を

治
し

、

自
ら

休
息

す
。

讐
え
ば

、

（
中

略
。

以
下
『

文
句
』

の

長
い

引
用
）

：・
咒

も
又

此
の

如
き
也
」

と
。

（
四

八
七

−
四
八
八

頁）

　

こ

の

項

目
の

内
容
は

、

ほ

と

ん

ど

『

文
句
』

の

引

用

か

ら

成
り
立
っ

て

い

る
。

今
、

引
用
（

ア
）

を

見
る

と
、

本
の

『

文

句
』

の

正

確
な

引

用
で

は

な
い

。

『

文

句
』

に

は

「

諸

師
或
は

説
か

く
、

咒
と
は

是
れ
鬼

神
王

の

名
な

り
。

其
の

王

名
を

称
す
れ

ば
、

部
落
は

主
を

敬
い

敢
え
て

非
を

為
さ

ず
。

故
に

能
く
一

切
の

鬼
魅
を

降
伏
す
」

（

『

大
正
蔵
』

三

四、

一

四
六
c

）

と

あ
る
Q

　

ま

た
、

次
の

引
屑
（

イ
）

は
、

同
じ

く

『

文
句
隔

で

は

「

咒
と

は

軍

中
の

密
号
は
、

号
を
唱

う
る
に

相
応
す
れ
ば

、

訶
問
す
る

所
無
く

、

若

し
相
応

せ

ざ
れ

ば

即
ち

執
っ

て

罪
を
治
す
る

が

如
し

。

若
し

咒
に

順
ぜ

ず
ば

、

頭
、

七

分

に

破
る

。

若
し
咒
に

準
ず
れ

ば
、

則
ち
過

失
無
し
」

（

同
前
書

、

圃
頁）

と
あ
る

の

で
、

大
分

省
略
が
あ
る

こ

と

が
分
か
る

。

　

引
用

（

ウ
）

は

『

文
句
』

の

長
文
の

引
用
だ

が
、

不
正
確
な
引
用
で

　（
5

）

あ
る

。

こ

の

部
分
の

引
用
も
す
で

に

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

に

引
か

れ
て
い

る
く
四
五

五
−

…

四
五

六
頁
）

。

　

以

上

の

三

例
の

引
用

も

『

直
談

鈔
』

の

独
自
の

引
用
で

は

な
く

、

や

は

り
既

に

『

鷲
林
給
葉

鈔
』

の

第
二

の

項
目
「

爾
前
法
華
陀
羅
尼

不
同

事
」

の

中

で

三

例
と
も
に

引
か

れ

て
い

る

も
の

で

あ
る

。

し

か

も
、

そ

の

引

粥

は

『

直
談
鈔
』

に

比
べ

て

『

文
句
』

の

原
文
に

よ

り

忠

実
で

あ
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る
。

た

と

え
ば

、

引
用
（

ア
）

の

部
分
は
『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

の

引
用
は

、

上

記
の

『

文
句
』

の

文
で

「

部
落
」

と
な
っ

て

い

る

と
こ

ろ

が
「

部
類
」

と

な
っ

て

い

る

だ

け
で

あ
る

。

こ

の

よ

う
に

見
て

く
る

と
、

『

直
談
鈔
』

は

果
た

し

て

『

文

句
』

に

直
接
当
た
っ

て

い

る

か

ど

う
か
疑
わ
し

く
、

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

か

ら

の

孫

引
き
で

、

そ

れ

も
正

確
で

な
い

引
き

方
を

し

た
の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
の

で

あ
る

。

　

と
い

う
の

も
、

引
用
（

イ
）

の

後
に

、

軍
陣
申
の

合
い

言
葉
の

説
明

が

あ
る

。

こ

の

説
明
部
分
に
つ

い

て
、

『

鷲
林
捻
葉
鈔
』

に

は
、

「

軍
中

の

密
号
と
は

抄
物
等
に

之
を
畠
さ

ず
。

案
推
を
以
て

之
を
思
う
に

、

軍

に

は

必

ず
相
講
と
去

う
事

、

之
有

り
。

此
の

相
語
合
わ

ざ
る

蒔
は

、

即

ち

敵
也
と

知
っ

て
、

或
は

之
を
殺
し

、

或
は

か
ら
め

取
る

也
」

（

四
五

五

頁
〉

と

あ
り

、

『

直
談
鈔
』

と

同
内
容
の

説
明
が

あ
る

。

と
こ

ろ

が

『

鷲

林
拾
葉
鈔
』

に

は
、

軍
中
の

密
号
に

つ

い

て

は

抄
物
等

、

ハ

ン

ド
ブ
ッ

ク

な
ど

に

は

記

載
が

な

く
、

類
推
で

言
え
ば

、

と
い

う
断
り
書
き
が

あ

る
。

し

か

し
、

『

直

談
鈔
』

で

は

た

だ

ち
に

軍

申
の

密
号
と

は

合
い

言

葉
で

あ
る

と

述
べ

て

い

る
。

こ

れ

は

『

直
談
鈔
』

が

「

鷲
林
拾
葉
鈔
』

を
見
て

、

類
推
の

結
果
だ

け
を

そ

の

ま

ま
援
用
し

た

も
の

で

あ
る
こ

と

を
示
す
も
の

で

あ
ろ

う
。

　

 
「

梵
語
之

事
」

（

小
見

出
し

で
は

「

梵
語
多
含
事
」）

　

第
西

の

項
目
「

梵
語
之

事
」

に

つ

い

て

見
よ

う
。

次
の

よ

う
に

あ
る

。

　
一

、

梵
語
多
含
な
る

事
。

疏
に

云

く
、

「

咒
と
は

是
れ

諸
仏
の

密
語
也

。

王

　

の

先
陀
婆
を

索
む
る

が
如
し
。

…

切
の

群
下
能
く
識
る
こ

と

有
る

事
無
く

、

『

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お
け
る

「

陀
羅
尼
品
」

解
釈
の

検
討
（

藤
　
井）

　
唯
だ

有
智
の

臣
の

み
、

乃

ち
能
く
之

を
知
る

。

咒
も
亦
た
是
く
の

如
し
。

−

「

　

切

鶉
。

病
癒

え
、

罪
除
こ

る

こ

と

有
り、

善、

道
念
を
生

ず
る

　
矣
」

と
。

先
陀
婆
の

譬
は

大
経
に
之

在
り
。

大
国
に
一

人

の

王
の

在
す
が

、

　
一

切
の

事
に

亘
り

、

所
用
の

時
、

先
陀
婆
と

仰
せ

ら

れ

る

也
。

人
、

之

を

知

　
ら

ず
。

智
臣
有
っ

て

是
れ

を
聞
知
し
て
、

王
の

所
用
の

事
を

叶
う
る

也
。

妙

　
楽
の

釈
に

は
、

塩
・

水
・

器
・

馬
矣
と

。

先
陀

婆
の
一

言
に

此
の

四
心

を

含

　
め

る

也
Q

去
れ
ば

、

王

の

先
陀
婆
と

仰
せ

ら
る

る

を
聞
い

て
、

食
事・
の

時
分

　
な
れ

ば

塩
の

御
用
と
心
得
て

之
を
奉
り、

乃

至
馬
な
ん

ど
の

御
用

と
心
得
る

　
時
は

馬
を
奉
る
也

。

其
の

如
く
梵
語
は

多
含
に

し
て
一

言
に
一

切
事
を

含
む

　
故
に

、

唱

う
れ

ば

功
徳
無
辺

也
。

尋
ね
て

云

く
、

「

何
ぞ

必

ず
梵
語
は

多

含

　
な
る
や
」

と
。

義
に

云
く

、

「

梵
語
と
は

、

劫
初
に

大
梵
天、
下

り
て

、

四

十
七

　
言
を

説
く

。

梵
天
の

言
を

直
に

移
す
故
に

梵
語
と

云

う
也
」

と
。

故
に

梵
天

　
の

直
語

な
れ

ば

多
含
也

。

天
竺
は

仏
の

生
国
に

て

功
徳
殊
勝
の

地
な
れ

ば
、

彼

　
の

語
は

ご
言
に

徳
（

こ

の
一

字
衍
字
か
）

無

辺
の

功
徳
を

摂
す
る

也
。

（

四
九
〇

　

頁
）

　

こ

の

第
四
の

項
目
内
容
も

、

疏
や

経
典
の

讐
喩
譚
の

引

用

に

よ
っ

て

成
り
立
っ

て

い

る
。

最
初
の

「

疏
に

云

く
」

の

引
用

は

『

文
句
』

か

ら

の

引
用
で

、

ほ

ぼ

原
文
通
り
で

あ
る

が
、

傍
線
部
分
「

一

切
遍

く
得
力

有

り
」

は
、

『

文

句
』

で

は

「

舐
だ

是
れ
一

法
に

遍
く

諸
力

有
り

（

舐

是
一

法
遍
有
諸

力
）

」

（

『

大
正

蔵
』

三
四、

一

四
六
c

）

と
な
っ

て

い

る
。

『

鷲

林
拾

葉
鈔
』

は

ど

う
か

と
い

え

ば
、

同
じ

引
用
が

あ

り
、

こ

ち
ら

は

「

只
是
れ
一

切
遍
く
諸
の

力
有
り

」

と

な
っ

て

い

て
、

＝

法
」

で

な

く

て

『

直
談
鈔
』

と

同
じ

く
「

一

切
」

と

な
っ

て
い

る
。

こ

の

こ

と
を

見

る
と

、

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

が

『

文
句
』

の

「

一

法
」

を

コ

切
」

と

誤

記

し
、

そ
れ

を

『

直
談

鈔
晒

が

承
酵
て

、

さ

ら
に

「

諸
力
」

を

「

得
力
」

七
七
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『
法
華
経
直
談
鈔
』

に

お
け
る

「

陀
羅
尼
品
」

解
釈
の

検
討
（

藤

　
井
）

に

改
変
し

た

も
の

で

あ
ろ

う
と

考
え

ら

れ

る
。

　
疏
の

引
用
の

後
に

先
陀
婆
の

説
明
が

あ
る

が
、

こ

の

説
明
部
分
も
実

は

『

鷲
林
拾

葉
鈔
』

に

文
言
も

ほ

ぼ

そ

の

ま

ま
で

存
在
す
る

（
四

五

六

頁
）

。

　

ま
た

、

次
に

「

義
に

云

く
」

と

し

て

梵
語
の

由
来
を

解
釈

す
る

が
、

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
（

6）

こ

の

『

義
』

と

は

實
範
撰
『

阿

字
義
』

と

考
え
ら

れ

る
。

こ

の

引
用

も
、

ま
た

そ

の

後
の

説
明

部
分

も

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

に

『

直
談
鈔
』

と

ほ

と

ん

ど

同
一

の

文
言
が

見
ら

れ

る
。

　
こ

の

よ

う
に

第
四

の

項
目
部
分
も

、

『

鷲
林

拾
葉
鈔
』

を

承
け

、

そ

れ

を

少
し

く
改
変
し

た

も
の

で

あ
ろ

う
と

考
え
ら

れ

る
。

　

 
「

金

銭
比
丘

之
事
」

以
降

　

第
五

の

「

金

銭
比

丘

之

事
」

以

降
、

最
後
の

第
十
一

「

二

冂
口

月

八
三

事
」

は

内
容
と

し

て

は

入
文
解
釈
段
で

、

経
の

文

句
の

解
説
部
分

で

あ
る

。

こ

の

六
項
目
の

部
分
に

『

直
談
鈔
』

で

は

六
つ

の

説
話
が

紹

介
さ
れ
て

い

る
。

そ
の

第
一

の

説
話
が

項
目
名
の

と

お

り
「

金

銭
比

丘

之
事
」

で

あ

る

が
、

第
二

は

鬼
が

不

信
の

老
僧
を

喰
ら
い

、

陀
羅
尼
を

読
ん

だ

若
い

僧
は

助
か

っ

た

と

い

う
話
で

あ
る

。

第
三

は

鬼
子
母
神
の

説
話

、

第
四

は

仏
蓮
と

い

う
法
華
の

法
師
が
日
に

三

時
に

沐
浴
す
る

の

を
、

そ

の

世
話
を

厭
っ

て

逃

げ
た

弟

子
の

代
わ

り
に
二

人
の

童
子
が
世

話
し

た

が
、

そ

の
一

人

は

藍

婆
、

も

う
一

人
が

毘
藍
婆
で

あ
っ

た
と
い

う
話

。

第
五

は

法
華
読
誦
の

宝
老
梵
志

と
い

う
人

が

宝
珠
を
童
子
か

ら

得
た

話
。

第
六
は

、

秤
を

誤

魔
化
し

た

商
人

が

雷
に

打
た

れ

て

死
に

、

七
八

そ
の

背
に

「

二

冂
口

月
八
三
」

と
い

う
文
が

あ
っ

た

が
、

誰
も

読
め

な

か
っ

た
。

そ

れ

を

あ

る

儒
者
が

各
文

字
に

縦
の

線
を
一

本
引
け
ば

「

市

中
用
小

斗
」

（
市
中
に

小

斗
を

用
う
）

と

読
め

る

と

謎
解
き
を
し

た

話
で

あ
る

。

『

鷲
林

拾
葉

鈔
』

で

は
、

第
一

と

第
二

を
除
い

た

四
つ

の

説
話

を

載
せ

て

い

る
。

ま
た

『

直
談
鈔
』

に

な

く
、

『

鷲
林
拾
葉

鈔
』

に

特

徴
的

な
こ

と
は

、

慈
鎮
和
尚
の

言
を
出
し

て

和
歌
陀
羅
尼
に

言
及
し
て

い

る

こ

と

で

あ
る

。

そ

し

て

和
歌

を
六

首

収

録
し

て
い

る
。

こ

れ

は

『

直
談
鈔
』

か

ら

す
る

と
、

『

鷲
林
拾
葉

鈔
』

か

ら

和

歌
を

省
略
し

て
、

そ

の

代
わ

り
に

説
話
二

つ

を

増
加
し

た

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

こ

れ

も

栄
心
の

『

直

談
鈔
』

編
集
方
針
で

あ
る

と

考
え
ら

れ

る
。

三

　
小
結

　
こ

れ

ま

で

『

直

談
鈔
』

「

陀
羅
尼
品
」

の

内

容
、

そ
の

構
成
に
つ

い

て

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

と

比
較
対
照
し

な

が

ら

検
討
し

て

き

た
。

そ
の

結

果
を

記
せ

ば
、

『

直

談
鈔
』

は

そ
の

内

容
に
つ

い

て

大

き
く

『

鷲
林
拾

葉

鈔
』

を
承
け
、

そ

れ

を
撰
者
栄
心
の

編
集
方
針
に

従
っ

て

改
変
し
た

も
の

で

あ
る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

そ
の

編

集
方
針
と

は
、

第
一

に

教

理
の

簡
素
化

、

換
言
す
れ
ば

平
易
化
で

あ

り
、

第
二

に

は
、

こ

れ

は

第

一

と

関
連

す

る

が
、

説
話
の

増
広
に

見
ら

れ

る

よ

う
な
通
俗
化
で

あ
る

。

こ

の

こ

と

は

こ

れ

ま

で
の

筆
者
に

よ

る

検
討
に
よ
っ

て

も
知
ら

れ
た

こ

と

で

あ
っ

た

が
、

教

理

的

に

は

堕
落
衰
退
で

あ
っ

て

も
、

人
々

の

新
し

い

時
代
の

要
請
を

敏
感

に

察
知
し

、

そ
れ

に

応

ず
る

形
で

編

纂
さ

れ

た

一 606 一

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



The Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

NII-Electronic Library Service

The 　Japanese 　Assoolatlon 　of 　工ndlan 　and 　Buddhlst 　Studles

も
の

で

は

な
か
っ

た

か

と

思
わ

れ

る
。

し

か

し
、

そ

の

よ

う
な

編
集
方

針
の

も
と

で

の

撰
述
で

も
、

実
際
の

作
業
に

は

『

鷲
林
拾
葉
鈔
』

の

安

易

な

孫
引
き

、

あ
る

い

は

引
用
の

恣

意
的

な

改
変
な

ど

が

冤
え
る

な

ど
、

杜
撰
な

点
も
見
出
さ

れ
る

。

1
　

拙
論
「

『

法
華

経
直
談
鈔
』

に

お

け

る

「

普
門

品
」

解
釈
の

検
討

ー

　
『

法
華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』

と

の

対

比
か

ら

ー
ー

」

多
翅

孝
文
名
誉
教
授
古

　

稀
記
念
論
文
集
『

東
洋
の

慈
悲
と

智
慧
』

（

虚
喜
房
仏

書
林、

コ

○
｝

三

　

年
三

月）

四
五

−
五

入

頁
、

瞬

「

『

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お

け
る

「

寿
量

　

品
」

解

釈
の

検
討
」

（

『

印
度
学
仏
教
学
研

究
』

五
七

ー
二

、

一

二

ー
一

六

　

頁
、

二

〇
〇

九

年
三

月
）

、

同
「

『

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お

け
る

「

方
便
品
」

　

解
釈
の

検
討
」

（

『

印
凌
哲
学
仏

教
学
 

二

三

兮
、

　皿

六
ニ

ー
一

七
三

頁、

　
二

〇

〇

八

年
十
月
）

、

同
「

『

法
華
経
直
談
鈔
』

』

の

内
容
検
討

−
『

法

　

華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』

と
の

対
姥
か

ら

ー
」

墓

月
海
淑
編

『

法
華
経
と

大

　

乗
経
典
の

研

究
』

（

山
喜

房
仏
書
林、

二

〇

〇

六

年
六

月
）

二

九

五

−

　

三

＝
蔦

頁
。

2
　
「

陀
羅
尼
品
」

の

『

法
華
経
』

中
の

配
置
は
、

諸
本
に

よ
っ

て

異
な
っ

　

て

い

る
。

竺
法
護
訳
呪

正
法
華
経
 

で

は

第
二

十

四

章
に
、

『

添
品

妙
法

　

蓮
華
経
』

で

は

サ
ン

ス

ク

リ
ッ

ト

本
テ
キ
ス

ト

と
同
じ

く
第
二

十
一

章
に

　

遣
か

れ
て

い

る
。

3
　
『

仏
地
経

論
』

に

「

陀
羅
尼

者
。

増
上

念
慧
能
總
任

持

無
量
佛
法。

令

　

不
忘
失

。

於
一

法
中
持
一

切

法
。

於
一

文
中
持
一

切
文

。

於
一

義
中
鋳
一

　

切
義

。

撮
藏
無
量
諸
功
徳
故
名
無
盡
藏
」

（
『

大
正

蔵
』

二

六、

三
一

五
c
）

。

4
　
空

海
に

仮
託

さ
れ
て

い

る

吶

秘
蔵
詑
繍

を

搆

す
よ

う
だ

が
、

こ
の

記
に

　

つ

い

て

は

空
海
以

降
の

も
の

と

さ
れ

て
い

る
。

大
沢
聖

寛
「

弘
法
大
師
の

　

教
学
と

秘
蔵
記
」

ハ

『

印
境

学
仏
教
学
研
究
』

三

六

ー
一

、

｝

九
八

七

年

門

法
華
経
直
談
鈔
』

に

お
け
る

「

陀

羅
尼
品
漏

解
釈
の

検
討
A

藤
　
井
）

　
一

二

月
）

、

同
「

秘
蔵
磊
と

弘
法
大
師
」

ハ
同
前
書

、

三

八

ー
二

、

一

九
九

〇

　

年
三

月）

な
ど

参
照

。

5
　
『

文
句
騙

に

は
、

「

或
云
咒
者

。

密
默
治
悪
悪
自
休
息

。

讐
皴
微
賤
從
此

　

國
逃

彼
國

。

訛
稱
王

子
。

彼

國
以

公

主

妻

之
。

多
驥
難
事

。

有
一

明
人

　

從
其

國
來

。

圭
往
説
之

。

其
人

語
圭

。

若
當

瞋
時
説
偈

。

偈
云

。

無

親

　

遊
他

國
。

欺
誑
一

切
入

。

麁

食
是

常
事

。

何
勞
復

作
瞋

。

誂
是
偈
時
默

　

然
瞋
歇

後
不
復
瞋

。

是
主

及
〜

切
人
倶
聞
欺
偈

。

皆
不
知
意

。

咒
亦

如

　

是
」

（
『

大
正

蔵
』

三

四、

一

四

六
c
）

と
あ
る

。

6
　
『

阿

字
義
』

に

「

劫
初
之

時
。

世

無

法
激

。

梵
王

下

來
授

。

以
此

悉

曇

　

章
。

根
源
四
十
七
言

。

流

派
餘
一

萬
。

世
人

不
解
無
由

」

（
『

大
正
蔵
』

七

七
、

　

五

三
一

a
＞

と

あ
る

。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉

『

法
蕪
経
隔

、

陀
羅
尼
品

、

栄

心
、

『

法
華
経
直
談
鈔
臨

、

『

法

華
経
鷲
林
拾
葉
鈔
』

　
　
　

　
　
　
　
　
（

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
）

七

九

一 607一
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